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  地域生活支援拠点等の整備について 

 

 市では、第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画の基本指針において、令和５年

度末までに地域生活支援拠点等を１か所以上確保し当該拠点等の運用状況を検証及び検討す

る場を年１回以上開催する体制を確保することを目標としていることから、次の内容で、整

備を推進します。 

 

 拠点に備える機能及び整備手法等 

 当該拠点に備える機能については、５つの機能とされていますが、地域の実情等に応じた

対応が可能とされていることから、最終的に全ての機能を備えることを目指しますが、まず、

①相談 及び ②緊急時の受け入れ・対応の機能を先行し、「面的整備型」をイメージし、整

備を進めることとします。 

 令和５年度の予算成立及び事業実施要綱の告示後、令和５年度中に、順次、申請書等を提

出いただき、登録、設置していくこととします。 

 

 申請（登録）により算定が可能となる主な加算について 

 〇 相談機能 

≪地域生活支援拠点等相談強化加算≫ ７００単位/回 

１ 内容 

市が地域生活支援拠点等として位置付けた指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談事

業所が、要支援者や家族等からコーディネーターの役割を担うものとして相談を受け、連携

する短期入所事業所への緊急時の受け入れの対応を行った場合、要支援者１人に月４回を限

度として所定単位数を加算する。 

２ 対象サービス 

計画相談支援、障害児相談支援 

 

 〇 緊急時の受入れ・対応の機能 

≪緊急短期入所受入加算（Ⅰ）≫ １８０単位/日（福祉型） 

≪緊急短期入所受入加算（Ⅱ）≫ ２７０単位/日（医療型） 

１ 内容 

市が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所が、緊急利用を受け入れた場合

に、当該緊急利用者に対して初日から７日（やむを得ない事情がある場合は14日）を限度に

算定する。 

２ 対象サービス 

短期入所 
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 事業所の申請について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 事前相談 

２ 運営規程の変更 

３ 申請 

４ 登録 

地域生活支援拠点等の事業実施を検討している事業所

は、事前に障害者福祉係にご相談ください。 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、運営規程

に各種機能を実施する旨を規定する必要があります。

（次ページ参照） 

事前相談後、次の書類を障害者福祉係に提出します。 

【提出書類】 

１ 姶良市地域生活支援拠点等登録申請書（様式第１

号） 

２ 県又は市の指定事業所であることを証する書類 

３ 運営規程（拠点機能を担うことが記載されたも

の） 

市は提出された申請書等を確認し、基準を満たしてい

る事業所に対して、登録を決定し、通知します。（様式

第２号） 

５ 事業実施 登録事業所は、拠点事業を実施した場合、市に実績報

告書行います。（様式第５号） 
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 運営規程の記載例等について 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として届け出を行う際には、次の条項を運営規程

に追加する必要があります。 

 

運営規程の記載例 留意事項 

（地域生活支援拠点等の機能） 

第●条 事業所は、姶良市の地域生活支援拠点とし

て、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等

の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成18年厚生労働省告示第395号）第二の三」に規

定する地域生活支援拠点等として次の機能を担

う。 

 (１) 相談 

緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把握・登

録したうえで、連絡体制を確保し、障害の特性に起

因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコー

ディネートや相談、その他必要な支援を行う機能 

 (２) 緊急時の受入れ・対応 

短期入所等を活用した緊急時の受入体制等を確保

したうえで、介護者の急病や障害者の状態変化等の

緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を

行う機能 

 

※１ 指定特定相談支援事業所又

は指定障害児相談事業所が届出

を行う場合は、(１)及び(２)の

機能を担うことを運営規程に規

定することが、申請の要件とな

ります。 

 

※２ 短期入所事業所が届出を行

う場合は、(２)の機能を担うこ

とを運営規程に記載すること

が、申請の要件となります 

＊ 上述の運営規程は記載例です。各事業所の実態や運営規程に応じた内容とした上で作成

ください。  
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 一時保護事業について 

 本事業については、養護者による虐待、養護者の急病や死亡に伴い、生命及び身体に危険

が生じている若しくは適切な養護を受けることができない状態になっているなど、著しく緊

急性があるケースのうち、総合支援法（又は児童福祉法）による障害福祉サービスの利用対

象とならないケースに対し適用する事業とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 関係者によるケース会議  地域生活支援拠点等

登録事業所による対応

となります。 

２ 【障害福祉サービスによる対応

不可】 

２ 【障害福祉サ

ービスによる対応

可】 

 

３ 市は、「姶良市地域生活支援拠点

事業一時保護依頼書」（様式第６

号）を受託事業所に提出 

 緊急一時保護の適用を決定し、一時保護の受入

れが可能なサービス提供事業者（以下「受託事業

者」という。）に委託して一時保護を行うものとす

る。 

４ 受託事業所は、一時保護を実施

し、事業終了後、市に「姶良市地

域生活支援拠点事業一時保護事業

報告書兼請求書（様式第７号）を

提出する。 

 委託料については、一時保護を実施した時点の

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

ス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成18年９月29日厚生労

働省告示第523号）によるものとします。 

 （参考）令和４年９月時点の報酬単価 

基礎単価 9,030円/日 

緊急短期入所受入加算 1,800円/日 

送迎加算 1,860円/片道 

食事提要加算 480円/日 
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（参考） 

  地域生活支援拠点等について 

 

Ｑ１：拠点等の整備の目的は？ 

  拠点等は障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進

めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその

家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的に２つの目的を持ちます。 

 

 ① 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用 

  ⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。 

 ② 体験の機会を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場

の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備 

  ⇒ 障害者等の地域での生活を支援する。 

 

Ｑ２：拠点等に必要な機能は？ 

  拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害児者の受け入れを前提として、既に地域

にある機能を含め、原則、次の５つの機能全てを備えることとされていますが、地域の

実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に自治体で行うこととされています。 

 

 ① 相談  ② 緊急時の受け入れ・対応  ③ 体験の機会・場 

 ④ 専門的人材の確保・養成  ⑤ 地域の体制づくり 

 

Ｑ３：必要な機能の具体的な内容は？ 

① 相談 

  基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援

を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・

登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 

② 緊急時の受け入れ・対応 

  短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の

状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場 

  地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの

利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

④専門的人材の確保・養成 

  医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対し

て、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成

を行う機能 
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⑤ 地域の体制づくり 

  基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用し

てコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確

保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 

 

Ｑ４：拠点等の整備はどのように進めていくのか？ 

〇 拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援等に付加した

「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面

的整備型」をイメージとして示されていますが、これらにとらわれず、地域の実情に応

じた整備を行うことが可能とされています。 

〇 第６期障がい福祉計画の基本指針においては、「令和５年度末までの間、各市町村又

は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１

回以上運用状況を検証、検討することを基本」とされていることから、本市では、令和

５年度中の整備に向けて、本年度中に整備の方向性を協議会に提示する予定です。 

 

Ｑ５：拠点等の運営はどのように行っていくのか？ 

① 拠点等において支援を担う者（以下「支援者」という。）の協力体制の確保・連携 

〇 支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、地域

の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務を実施しな

ければなりません。 

〇 また、関係機関等との役割分担及び連携の強化を図るために、拠点等の運営に当た

っては、協議会等における連携を基礎とし、市の障害福祉施策との一体性を保ちなが

ら、地域で生活する障害者等やその家族が、緊急時に等しく利用できる公正、公平・中

立な運営を行い、市と拠点等がそれぞれの役割を理解しながら、一体的な運営を行う

ことができるよう体制を構築していくことが必要です。 

② 拠点等における課題等の活用について 

   拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、地域づ

くりのために活用することが重要です。そのため、例えば、支援者レベルの検討会を

開催し、蓄積された事例を集約し、自立支援協議会の部会等の場に報告することが必

要です。 

③ 拠点等に必要な機能の実施状況の把握 

   市は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は必要な

時に、例えば、自立支援協議会の部会等の場を活用して、拠点等の運営に必要な機能

の実施状況を把握しなければなりません。 

（平成31年３月 厚生労働省保健福祉部 「地域生活支援拠点等について ～地域生活支援

体制の推進～【第２版】」 から抜粋」 

 


